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特定調査事項（伊予市） 

 

 

○ 安全安心でおいしい学校給食について 

 １ センターの概要について 

２ 地産地消の取組について 

３ アレルギー対策について 

４ 食育の推進について 

５ その他 
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伊予市学校給食センターについて 

１ 施設の概要 

  南山崎小学校給食室   

  北山崎小学校給食室       

  郡中小学校給食室          

  伊予小学校給食室          

  港南中学校給食室          

  中山給食センター  

  双海給食センター  

 

 

(1) センター化の主な理由 

  ①単独給食室（５箇所）及び給食センター（２箇所）の施設の老朽化 

  ②現状のままの施設で、耐震性の面や設備機器の維持、学校給食衛生管理基準（文部

科学省）や大量調理施設衛生管理マニュアル（厚生労働省）といった国が定める衛

生管理基準に対応するためには、多額の経費が必要となる。 

  ③学校給食運営の効率化（経費の削減、長期的に見た維持管理費の抑制など） 

  ④学校給食費の地域間格差の是正の必要性（市内一律の学校給食費へ） 

(2) 供用開始までの主な経緯 

期 間 等 主  な  経  緯 

Ｈ16 年 10 月 給食センターの整備について合併協議会の中で協議され、新

市建設計画に明記。 

Ｈ17 年 6 月 市議会において報告し、センター化を確認。 

Ｈ17 年 11 月～18 年 3 月 学校給食センター建設事業基本構想を策定。 

Ｈ18 年 4 月～20 年 1 月 学校給食検討委員会（２年間で９回の委員会）において、セ

ンター化のメリット・デメリットやセンター化の形態、建設

候補地の選定等を検討・協議し、センター化の方針を答申。 

Ｈ20 年 12 月～22 年 1 月 学校給食センター整備事業基本設計 

Ｈ21 年８月～11 月 学校給食センター整備事業建設委員会（４回開催） 

Ｈ22 年 4 月～24 年 5 月 地元説明会（大平地区） 

Ｈ24 年 9 月 学校給食センター造成予備設計 

Ｈ25 年 4 月～26 年 9 月 学校給食センター整備工事実施設計 

Ｈ25 年 7 月～26 年 5 月 学校給食整備事業建設委員会（５回開催） 

Ｈ27 年 3 月～28 年 3 月 学校給食センター整備工事 

Ｈ28 年 9 月 本格的に稼動。（供用開始） 

統合 

所 在 地：伊予市大平甲 911-2        

整備工事：平成 27 年 3 月～28 年 3 月     

供用開始：平成 28 年 9 月 1 日        

  

 

伊予市学校給食センター 
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(3) 整備事業費について 

項    目 事 業 費 備    考 

設計業務委託料 47,589 千円 
基本設計、土地造成、センター新築工事、

各学校配膳室整備 

事業認定業務委託料 3,150 千円  

用地買収・物件補償費 69,340 千円 土地鑑定、補償物件調査を含む。 

事前調査費 4,941 千円 地質調査、周辺建物、井戸水 

工事関係手数料 616 千円 建築確認、完了検査 

土地造成工事費 74,610 千円  

建築主体工事費 759,160 千円  

電気設備工事費 258,552 千円  

機械設備工事費 205,940 千円  

空調設備工事費 148,180 千円  

その他工事費 3,018 千円  

各学校配膳室工事費 159,822 千円 
解体工事費を含む。 

新設・増築 5 校、改修 5 校 1 園 

工事監理業務委託費 21,438 千円 センター新築工事、各学校配膳室工事 

大型厨房機器 421,200 千円  

その他備品費 53,278 千円  

計 2,230,834 千円  

<財源> 合併特例債 1,821,300 千円、義務教育施設整備基金 328,000 千円、 

一般財源 81,534 千円 

 

(4) 建物について 

①構  造 鉄骨造り２階建て 

②敷地面積 5,889.34 ㎡ 

③建物面積 １階 2,254.78 ㎡（調理場、事務室など）  

２階  668.38 ㎡（見学通路、会議室、職員休憩室など） 

計  2,923.16 ㎡ 

④その他施設 給食配送車車庫、ポンプ室など 

  (5) 調 理 数 １日約 3,200 食（最大 4,000 食の調理が可能） 

(6) 職員配置 事務関係者３名、管理栄養士１名、栄養教諭（県配置）３名、 

給食調理員 25 名   計 32 名 
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(7) 新しいセンターになって取り入れたこと 

①２階に見学通路及び会議室を設置 

子どもたちや保護者の世代だけでなく、より幅広い年齢層の方々に、見学にきてい 

ただくことで、学校給食の運営について情報発信していくことは食育を推進していく

うえで重要であるということから設置した。 

 

 

 

 

 

 

②調理場の「非汚染区域」と「汚染区域」のエリア分けを明確化 

   衛生管理の徹底を図るため、調理場内の各調理室を「非汚染区域」と「汚染区域」

に明確にエリア分けしている。給食調理員は直接行き来ができないようになってお

り、食材だけを、区域を隔てる壁にある受渡し口や、両方に扉がある冷蔵庫などに

より受渡ししている。調理員が区域を移動する際には、いったん通路に出て、調理

作業服・帽子・靴を交換するとともに、入念な手洗いとアルコール消毒、服装のチ

ェックを必ず行うようにしている。 

③ドライシステムの採用 

    より安全に給食を提供し、高温・多湿の作業環境を改善することを目的として採

用した。常に床が乾いた状態で作業するため、調理場内の湿度が低く保たれ、細菌

の繁殖を抑えたり、水はねで食材が菌に汚染されないようにするメリットがある。

また、軽装での調理作業ができ、動きやすく、すべらないため安全に作業ができる。 

④熱源にオール電化（電子厨房機器）を採用 

環境への配慮、作業環境（高温、多湿）の改善、衛生面、安全面、コスト削減等

を考慮して採用しており、センター内の厨房機器は全て、電気で動いている。 

これは、学校給食センターが学校給食を作る施設であり、調理場内の温度や湿度

を抑えることが重要であるため、それに対して優れた性質をもつオール電化を採用

した。また、火災の発生防止といった安全性を高めるとともに、高温多湿といった

厳しい調理場の作業環境をより良くすることも考慮した。 

⑤アレルギー対応食の専用調理室を設置 

    アレルギー対応が必要と認められた児童生徒（現在 

49 名）を対象に、調理場内に独立して設置している 

アレルギー対応食調理室において、アレルギーの原因 

となる抗原性物質を含む食材の「除去食対応」や、別 

 

  

平成 29 年度見学会実績 

開催回数：27回 

受入人数：594 人 

平成 30 年度見学会実績 

開催回数：27回 

受入人数：377 人 

令和元年度見学会実績 

開催回数：18回 

受入人数：379 人 
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の食材を使う「代替食対応」を行っている。 

毎月１回の食物アレルギー対応懇談会で、保護者と学校、担当栄養教諭の３者で 

献立表を基に対応方法の打合せを行った後、給食センターで調理方法の打合せをし、

献立ごとに、対象者一人ひとりに対応した給食を調理して提供している。 

そして、アレルギー対応食が確実に対象者に届

くよう、対象者それぞれの学校名・氏名を記した

専用の容器に配缶し、専用のランチバックで配送

しているが、調理作業、配缶作業、コンテナへの

積込みといった各工程での確認、配送先の学校で

の確認等、何重にも確認を行うことで、事故の発

生防止を図っている。 

⑥防災用自家発電装置の設置 

商用電源が停電した場合、敷地内の地下タンクに貯蔵している軽油で自動的にエ

ンジンを始動し、発電機を運転して電力を供給する。商用電源が復帰すると自動的

に停止する。 

これにより、災害発生時には、炊飯室に電力を供給して炊飯機械を動かしてご飯

を炊き、炊飯室の外部搬出口から直接、搬送することができる。 

 

 

 

 

 

 

   軽油地下タンク貯蔵所             防災用自家発電装置 

 

 

 

 

 

 

 

                           外部搬出口 

      炊飯室 

 

 

 

  

 

 

軽油 

電力 

炊飯後、炊飯

室の外部搬

出口から直

接、搬送。 



5 
 

３ 運用関係 

項  目 内          容 

給食方式 完全給食（週３回米飯） 

給食配送先 小学校 9 校、中学校 4 校 

運営方法 
直営で、給食配送のみ民間委託。 

委託費は７年間で 311,245 千円（長期継続契約 平成 28～34 年度） 

給食費 小学校 250 円/食、中学校 285 円/食 

給食会計 

私会計（学校給食センター運営委員会で管理。事務局は学校給食センタ

ー）で、各学校が校納金として徴収した中から、学校給食センターから

の請求により毎月振込みする。 

物資購入 

学校給食センターにおいて、登録業者（毎年更新）での入札により納入

業者を決定する。必要な食材が納入可能な業者から見積りを徴収し、献

立委員会（２ヶ月に１回）において開札して納入業者を決定する。青果

は毎月の開札となるため、管理栄養士及び栄養教諭で対応する。 

各種委員会 

●伊予市学校給食センター運営委員会 

構成：各小中学校長、小中学校の事務長、小中学校給食主任代表者、

養護教諭代表者、栄養教諭、各小中学校の PTA 代表者 

（任期１年） 

 会議：定例会（年２回）、臨時会 

任務：給食センターの運営に関すること 

学校給食費及びその徴収に関すること 

学校給食の物資購入に関すること 

●伊予市学校給食センター献立委員会（物資選定委員会を兼ねる） 

 構成：校長２名、給食主任２名、PTA 代表者 2 名 

 会議：年５回（出席者は持ち回り） 

任務：月別の給食献立に関すること。 

給食物資の入札執行に関すること。  

●学校給食食物アレルギー対策検討委員会 

構成：学識経験者（医療関係者）、伊予医師会の代表者、小中学校の

校長・給食主任・養護教諭・栄養教諭の代表者）、給食調理員

の代表者、伊予消防署職員、保健センター職員等 

（任期１年） 

任務：対応マニュアルの策定（改定）に関すること 

食物アレルギーを発症する児童生徒の把握に関すること 

食物アレルギーの対応に関すること 
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２ 給食センターでの１日の作業 

調理場は、衛生面や作業のしやすさなどを考えて、食材が行ったりきたりし

ないよう、右側から左側に流れていくように各部屋を設けている。 

 

 

 

野 菜 ・ 果 物 荷 受 室 魚 ・ 肉 ・ 卵 荷 受 室 

 

検収室（検品）    検収室（検品） 

 

野菜・果物下処理室 魚・肉・卵下処理室  米 庫 

 

                   

                                 

調理室                              

揚物・焼物・蒸し物調理室                  パン製造業者 

和え物室                             炊 飯 室 

アレルギー対応食調理室 

  

 

配 缶     コンテナ室（積込み）       各小中学校  

            

                          

 

                         

                            

                           洗 浄 室 専用洗浄機で洗浄 

                              

                           

                                                 コンテナ室 消毒・保管 

 

 

 

 

 

炊込み御飯や 

混ぜ御飯の具 

配送車(７台) 

 

調理場の右側には、「魚・肉・

卵用と「野菜・果物」用の２つの

荷受室があり、ここで納入業者か

ら食材を受け取ります。受け取っ

た食材は、検収室で検品した後、

それぞれの「下処理室」に移して、

食材の皮むき、スライス、洗浄な

どの処理を行います。 

調

 

理 

コンテナ(食缶、食器 

類)を配送車で回収。 

プラットホーム 

各学校から順次回収されてくる「コン

テナ」は、建物左側にあるプラットホー

ムに下ろされ、隣の洗浄室で、「コンテナ」

「食器」「食缶」それぞれ専用の洗浄機で

洗っていきます。洗浄が終わったものは、

隣のコンテナ室で調理員が受け取り、翌

日の学校給食の配送に備えて、それぞれ

の消毒保管庫で消毒します。 

納   入   業   者 

月・水・金 

は米飯給食 
火・木は 

パン給食 

業者から 

直接納品 

パススルーにて食材を移動 

下処理室での作業を終えた食材は、建物の

ほぼ中央にある、８つの回転釜を設置してい

る「調理室」、「揚げ物・焼物・蒸し物調理室」、

「和え物室」、「アレルギー対応食調理室」で

それぞれ調理します。 

 月・水・金曜日はご飯の日ですので、「炊

飯室」でお米を炊き上げます。火・木曜日は

パンの日となり、業者から直接納品してもら

っています。 

出来上がった給食は、概ね各学校のクラス

ごとの食缶に配缶した後、調理場左側の「コ

ンテナ室」で「食缶用のコンテナ」に積み込

まれます。これらの作業が終わった後、配送

委託業者が「食缶用のコンテナ」とお椀や皿、

箸などが入った「食器用のコンテナ」を７台

の給食配送車に積み込み、それぞれの学校に

決められた時間に届けます。 

 

午前中 

の作業 

午後の 

作業 

（スプーンや箸などの 

小さなものは手洗い） 

 

汚染区域 

 

 

非汚染区域 
















